
42025年(令和７年)　11 月 ７ 日(金曜日)

■企画・制作　山梨新報社営業部 ※掲載は五十音順※掲載は五十音順

税のことなら税理士にご相談ください

11日火〜17日月は「税を考える週間」

税理士会が行う
無料相談会

税理士会では、税理士の職務の公共性・独占性などに鑑み、また、地元地
域の皆様の利便を図るため、税に関する無料相談会を開催しております。お
気軽にご利用下さい。

税理士会では、公平な税負担により、住みやすい豊
かな暮らしを守るという税理士の社会公共的使命を果
たすため、租税教育にも積極的に取り組んでいます。具
体的には、次代を担う児童や生徒を対象に、小学校や中
学校、そして高等学校に税理士を派遣して『税理士によ
る租税教室』を開催しています。国民主権と相互扶助、
そして公平をキーワードに、税を身近なものに感じる
授業を行っております。
この『税理士による租税教室』の特徴は、「税を通し

て、社会の仕組みについて、児童や生徒と一緒に楽しく
考えること」にあります。令和6年度は、山梨県内にお
いて43校2,600名以上の児童及び生徒に対して授業を
行いました。
税理士会では、これらの租税教育を通して、若い世

代が、①税の制度や政策への興味を持つこと、②公正な
判断力（考察力）を養うこと、③民主主義に関する理解
を深めること、④主権者として社会に主体的に参加す
る意識を高めることなどを目指しています。
今後とも、多くの児童・生徒の皆さんに税を身近に

感じてもらい、主権者として社会のあり方を主体的に
考える意識が育まれるよう、租税教育に取り組んでま
いります。

税理士会が行う租税教育

暮らしのパートナーとして
身近にいつでも相談できる親しい税理士を見つ

けておくことも生活の知恵です。税金のことは税理
士に「事前」に相談することが最も賢明な方法です。

社会公共的使命をもって
公平な税負担により、住みやすい豊かな暮らしを

守る。これが、税理士の社会的使命です。時代に適合
した透明な税務行政がなされるよう、公正な立場で、
税理士は国への働きかけをしています。

申告納税制度の担い手として
税理士は、税の専門家として、納税額を適正に算

出する申告納税制度の推進の役割を担います。
正しい税金の知識を持ち、正しい納税の意識を身

に付けていただくために税理士はその手助けを惜し
みません。

毎年11月11日から17日までは「税を考える週間」です。国家の基本となる税に対する理解を一層

深めてもらうとともに、税務行政の現状や納税の高揚を図ることなどを目的としています。

ここでは税のスペシャリスト・税理士の仕事や税理士会の取り組みを紹介します。

税理士は身近な相談相手

予約不要 イオン石和
11月12日水 午前10時～正午（受付終了 午前11時30分）
 午後1時～4時（受付終了 午後3時30分）

【税を考える週間 無料相談会】
予約不要 甲府市役所  4階市民相談室1・2
11月11日火・12月9日火・令和8年1月13日火
 午前10時～正午（受付終了 午前11時30分）
 午後1時～4時（受付終了 午後3時30分）

予約不要 北杜市  須玉ふれあい館第１会議室
12月12日金 午後1時～4時（受付終了 午後3時30分）

予約不要 山梨市役所  西館203会議室
11月12日水 午後1時～4時（受付終了 午後3時30分）

予約不要 笛吹市役所  市民窓口館3階302・303会議室
12月9日火 午後1時～4時（受付終了 午後3時30分）

事前予約 富士吉田市役所

11月12日水、12月10日水、令和8年1月14日水
午後1時～4時

連絡先： ☎0555-22-8481（東京地方税理士会大月支部 事務局）

事前予約 都留市役所

11月12日水、12月10日水、令和8年1月14日水
午後1時～4時

連絡先： ☎0555-22-8481（東京地方税理士会大月支部 事務局）

【無料相談会】

事前予約 東京地方税理士会甲府支部事務局

11月9日日・12月14日日
令和8年1月11日日・2月8日日・3月8日日　午前9時～正午

連絡先： ☎055-233-1318

【休日の税金無料相談】

※お一人30分程度のご相談となります。
※混雑等によりお待ちいただく場合があります。
※相談者が集中した場合、早めに受付を終了することがあります。
※ケースにより適用法令等が異なる場合がありますので、問題が
複雑な場合や個別的事案への具体的判断等につきましては、無
料相談会場では行っておりません。あくまで一般的なご回答と
なります。複雑な場合などのご相談につきましては、税理士事務
所へご依頼願います。
※相談会場において、相談員は、所得・税額の計算、申告書の作成
（記載）等を行いません。
※なるべく事前にご質問の要点等を整理し、関連資料があればご
持参下さい。
※各市町村や関連諸団体との提携による開催の場合、『相談内容等
を限定』させていただく場合があります。

【ＰＲ特集】


